
南
朝
網
具
族
制
の
鼻
詰
、
並
に
其
成
立
に
到
り
し
迄
の

経
過
に
就
て
の
若
干
の
考
察

岡
　
崎

文

夫

　
・
余
か
つ
て
高
丘
博
士
還
暦
論
交
集
に
於
て
次
の
轟
實
を

論
聴
し
た
。
帥
（
一
）
南
朝
に
予
て
若
干
の
家
族
群
は
互
に

階
級
に
分
か
れ
て
居
た
。
（
二
）
階
…
級
的
家
族
群
ご
官
僚
組

織
に
於
け
る
位
麗
こ
の
間
に
或
種
の
關
係
を
有
し
て
居

た
。
（
三
）
階
級
聞
に
は
叢
叢
に
階
級
意
識
を
有
し
て
居
た
。

《
四
）
梁
武
勲
の
政
治
方
針
に
よ
っ
て
此
制
度
は
根
本
的
に

鍵
化
を
與
へ
ら
れ
た
。
以
上
の
内
容
を
有
す
る
南
朝
の
貴

族
制
を
其
起
源
に
於
て
考
察
を
試
み
や
う
ざ
思
ふ
。
順
序

ε
し
て
支
那
の
歴
史
家
が
此
問
題
を
如
何
に
考
へ
た
か
。

余
は
先
づ
一
書
の
隠
者
沈
約
、
南
齋
書
の
著
春
薫
子
顯
の

意
見
を
見
や
う
。

　
逮
子
二
漢
藪
道
未
革
、
胡
録
露
営
農
夫
、
青
翠
爵
位
公
相
、
三
舞

第
十
四
巷
璽
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
翻
の
起
源

牛
讐
之
子
、
叔
度
名
蚕
京
師
、
且
任
子
争
奪
、
成
有
職
業
、
號
七
葉

陸
釣
、
見
平
鞘
漢
、
而
侍
中
身
奉
序
論
、
又
分
掌
御
服
、
東
方
朔
爲

黄
門
侍
郎
、
執
戟
殿
下
、
郡
縣
豫
実
、
並
出
豪
家
、
三
一
宿
衛
、
皆

三
世
族
、
非
若
晩
代
分
爲
二
塗
也
、
漢
宋
喪
鑑
、
魏
武
始
基
軍
中

倉
卒
、
継
立
九
品
、
手
鼻
論
人
麓
優
劣
、
非
駕
世
族
高
卑
、
因
此
相

沿
、
逡
爲
成
法
、
自
魏
至
晋
、
莫
之
島
廻
、
州
都
郡
圧
、
課
方
鹸
人
、
升

隆
蓋
寡
、
徒
以
漏
籍
世
資
、
海
相
陵
駕
、
都
正
俗
士
、
幽
酌
時
覚
、
品

目
多
少
、
旧
事
術
仰
、
劉
澱
所
云
、
下
三
無
高
門
、
上
品
無
賎
族

者
也
、
歳
月
遷
誠
、
斯
風
漸
篤
、
凡
厭
三
国
、
莫
非
二
轟
、
自
此
以

還
、
逡
成
卑
庶
、
周
漢
軍
装
、
両
懸
役
愚
、
寮
隷
参
差
、
用
成
等
級
、
魏

音
場
來
顕
貴
役
暁
士
庶
之
科
較
然
与
野
（
謙
騰
）

唐
金
張
世
族
、
震
楊
鼎
貴
、
委
質
服
義
、
皆
霞
漢
氏
、
膏
艘
見
重
、
事

二
二
噺
、
魏
氏
君
臨
、
年
麗
短
促
、
服
三
図
代
、
蜜
成
後
朝
、
晋
氏
登

庸
、
與
之
後
事
、
名
蹉
魏
臣
、
賢
爲
音
有
、
、
故
主
位
懇
懐
、
臣
任
如

初
、
自
爆
世
糠
之
盛
、
習
爲
留
金
、
羽
難
所
隆
、
入
綾
羨
慕
、
鱈
匿
之

第
二
號
　
　
…
九
（
一
．
七
九
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
爾
靱
貴
族
制
の
超
源

　
三
夕
致
虚
名
、
貴
仕
素
資
、
皆
由
門
慶
、
表
流
進
取
、
坐
至
公
卿
、
云

　
々
（
南
回
書
籟
淵
王
倹
列
離
隔
）

右
沈
・
玉
藍
…
家
の
交
章
は
、
そ
の
立
意
固
よ
り
違
っ
て
居

る
が
、
共
に
南
朝
に
於
て
家
柄
ご
官
階
こ
の
間
に
密
接
な

關
係
あ
る
こ
ざ
認
め
、
其
処
源
を
究
め
ん
ビ
し
た
黙
は
同
一

で
あ
る
。
而
も
其
起
源
に
蔵
す
る
専
修
の
考
へ
方
は
全
く

異
っ
て
居
る
。
沈
氏
に
よ
れ
ば
、
爾
…
漢
以
前
こ
そ
れ
以
後

ご
に
於
て
、
國
家
の
制
度
の
精
紳
上
明
自
な
魑
別
が
あ
る
。

即
智
愚
を
以
て
官
階
の
上
下
を
塵
録
す
る
賢
才
孟
義
ご
、

轟
景
賎
に
よ
っ
て
官
階
に
等
差
を
附
す
る
氏
族
‡
…
義
ざ
で
あ

る
。
こ
の
精
紳
に
よ
つ
で
形
づ
く
ら
る
、
制
度
の
特
質
こ

し
て
、
爾
漢
に
あ
っ
て
は
、
高
い
勲
勢
の
家
の
子
弟
は
、

漢
家
の
廷
内
に
奉
仕
し
て
雑
役
に
服
し
た
。
師
漢
家
の
私

属
の
や
う
な
朕
態
に
於
て
其
祇
會
本
位
遣
を
有
し
π
の
で

あ
る
。
然
る
に
魏
晋
以
後
は
家
柄
の
高
下
ε
官
階
こ
の
間

に
密
接
な
蜜
蝋
が
結
ば
れ
た
の
で
、
夏
時
の
貴
族
ほ
帝
室

の
町
勢
で
は
な
い
。
そ
の
青
め
に
帝
王
の
左
右
に
盧
接
近

　
　
　
　
　
　
第
二
鷺
　
　
二
〇
　
（
　
「
入
○
）

侍
す
る
恩
金
の
徒
が
實
塁
上
の
権
力
を
も
つ
こ
ご
、
な
っ

た
。
而
し
て
こ
の
異
っ
た
爾
家
の
制
度
が
一
よ
う
他
に
墾
化

す
る
根
本
の
原
因
を
な
す
も
の
は
、
實
に
三
國
時
代
よ
う
晋

に
か
け
て
次
第
に
、
登
達
し
た
九
品
中
正
の
制
度
で
あ
る
ご

云
ふ
の
で
あ
る
。
反
之
、
蒲
氏
に
よ
れ
ば
、
南
朝
の
貴
族
制

な
る
も
の
は
全
く
歴
吏
事
實
の
結
果
で
あ
る
。
家
柄
の
高

い
者
が
政
治
鮭
會
の
上
に
重
要
な
地
位
を
占
め
た
こ
ξ
既

に
漢
代
に
見
え
て
居
る
。
魏
が
亡
び
て
晋
こ
な
る
以
前
、
晋

室
司
馬
氏
の
勢
力
が
實
下
上
一
般
に
認
め
ら
れ
て
居
た
へ
。

併
し
名
義
上
は
猶
魏
の
臣
で
あ
る
か
ら
、
晋
が
全
く
魏
に

代
っ
た
後
も
、
之
を
任
用
す
る
こ
と
も
こ
の
如
く
で
あ
る
。

世
緑
の
家
な
る
も
の
は
か
く
し
て
出
來
上
っ
た
。
こ
れ
が

撮
め
君
臣
の
間
の
道
徳
観
念
が
薄
弱
こ
な
っ
た
。
そ
の
結

果
君
主
ご
孤
立
に
家
柄
に
よ
り
て
官
階
を
得
る
制
度
が
成

立
し
た
の
で
あ
る
ご
。
沈
氏
の
所
論
は
膿
に
よ
っ
て
分
析

説
明
せ
ん
こ
す
る
も
の
で
あ
り
、
蒲
氏
の
そ
れ
は
史
實
に

内
在
す
る
意
昧
を
探
り
て
其
三
冠
の
跡
を
尋
ね
ん
こ
す
る



傾
向
が
強
い
。

　
素
子
顯
は
聖
代
に
煮
て
既
に
或
政
治
胱
會
め
上
に
優
れ

た
位
麗
を
も
つ
家
族
あ
る
こ
ご
を
指
摘
し
た
。
併
し
之
は

輩
に
箇
々
の
家
族
に
着
目
し
て
、
「
階
級
こ
し
て
認
む
べ

き
家
族
群
な
る
客
事
事
實
を
了
解
し
得
な
い
議
論
で
あ

る
。
故
に
南
朝
の
貴
族
制
の
起
源
を
尋
ぬ
る
場
合
に
は
、

か
、
る
特
例
は
三
昧
を
な
さ
ぬ
。
然
ら
ば
沈
約
の
如
く
、

三
國
以
後
九
品
中
正
制
度
の
確
立
を
以
て
之
が
起
源
を
求

む
べ
き
で
あ
る
乎
。
此
黙
に
つ
き
て
一
三
の
考
察
を
加
へ

て
見
よ
う
。

　
余
は
か
つ
て
雑
誌
支
那
學
に
曾
て
九
品
中
正
制
度
考
二

編
を
公
に
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、
（
一
）
此
制
度
の
法
制
的

意
昧
は
、
昔
行
は
れ
だ
漢
代
筆
謙
卑
選
の
制
度
を
紹
縫
し

た
も
の
で
あ
る
。
（
二
）
其
政
治
的
意
味
は
、
地
方
の
勢
力

家
が
魏
の
鞍
上
の
破
格
は
用
人
法
に
曝
し
て
自
己
を
擁
護

す
る
に
あ
る
。
而
し
て
其
官
展
の
縷
過
を
辿
る
な
ら
ば
、

後
の
政
治
的
意
味
が
次
第
に
強
く
制
度
の
上
に
顯
は
れ
て

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
爾
朝
貴
族
制
の
超
源

來
淀
。
弦
に
齋
乎
顯
の
考
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、
司
馬
氏

自
身
は
魏
の
王
室
の
下
に
あ
り
て
此
制
度
に
よ
り
て
自
己

の
位
置
を
安
全
に
す
べ
き
境
遇
に
あ
っ
た
。
故
に
其
が
魏

に
代
る
こ
ご
、
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
此
制
度
を

登
犯
せ
し
む
る
士
風
に
向
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
中
正

の
櫻
力
も
制
度
ε
し
て
の
紐
織
も
完
備
し
、
全
く
從
前
の

制
度
の
意
昧
を
「
関
す
る
に
至
っ
た
。
た
こ
へ
ば
中
正
ご

は
、
も
ご
早
強
の
も
こ
に
組
織
さ
れ
て
、
そ
の
管
内
の
人

物
選
定
に
だ
づ
さ
は
る
職
で
あ
っ
た
の
が
、
や
が
て
晋
に

入
っ
て
は
、
申
正
の
職
は
中
央
の
大
官
に
與
へ
ら
れ
、
而

も
そ
れ
は
名
轡
の
繕
號
ε
な
り
、
…
墨
家
の
燈
燭
の
何
れ
に

も
属
せ
ざ
る
別
箇
の
機
關
ご
な
っ
た
。
而
し
て
此
機
關
が

そ
の
管
内
に
本
籍
を
有
す
る
（
轍
縦
眠
猟
難
一
際
勧
脇
）
人
物
を

選
定
す
る
場
合
、
必
ず
家
系
（
婚
戚
瀾
係
も
中
に
含
ま
る
）
の
調
査
を
重
要

こ
す
る
。
此
黙
に
於
て
家
柄
の
高
下
が
官
階
ε
關
係
を
も

つ
べ
き
機
會
が
多
く
な
る
こ
ご
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

　
　
　
　
　
　
第
ご
魏
　
　
　
ご
一
　
（
　
丁
八
一
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
潰
族
溺
の
誕
源

・
元
詰
家
系
を
重
ん
ず
る
の
は
、
少
く
こ
も
記
録
あ
り
て

以
來
支
那
に
於
て
不
断
に
連
糎
す
る
考
へ
方
で
あ
る
が
、

其
家
系
を
神
聖
視
す
る
古
代
説
會
は
今
は
論
外
こ
し
、
其

後
儒
家
の
褥
統
に
よ
る
考
へ
方
が
最
も
強
く
支
那
の
全
漉

會
に
浸
潤
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
後
漢
時
代
で
あ
っ
て
、

王
鷹
麟
の
所
謂
後
漢
経
術
の
治
の
結
果
に
外
な
ら
譲
。
而

も
其
末
期
帝
王
の
威
嚴
が
次
第
に
失
墜
す
る
に
當
り
、
後

漢
治
滋
の
染
着
を
鳥
総
し
や
う
ご
欲
し
た
家
族
の
群
が
膚

ら
清
流
を
以
て
任
じ
た
こ
ビ
、
並
に
儒
…
術
が
冑
岡
平
せ
ら
る

、
結
果
官
臆
内
に
嘗
て
も
儒
風
ご
野
風
ε
の
別
の
生
じ
た

こ
叉
繍
多
勢
、
こ
れ
等
は
若
し
時
の
帝
王
に
承
認
せ
ら

る
、
な
ら
ば
、
容
易
に
世
藤
の
家
を
零
す
べ
き
要
縁
を
有

す
る
ε
考
へ
る
こ
ご
が
壌
來
よ
う
。
故
に
こ
れ
ら
の
機
蓮

が
中
正
制
度
に
よ
っ
て
法
制
上
よ
り
そ
の
實
顯
…
を
保
排
せ

ら
る
、
こ
ご
に
な
っ
た
の
は
、
正
に
一
貫
せ
る
事
象
の
流

行
ご
云
ふ
こ
ご
が
出
撃
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
家
に
中
正
制

度
の
眞
の
精
紳
で
あ
る
が
、
併
し
乍
ら
實
際
上
中
正
制
度

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
ニ
ニ
　
（
　
一
入
二
）

の
獲
蓬
は
政
治
現
象
の
影
響
な
る
こ
ご
疑
ひ
な
く
、
其
隈

に
煮
て
詔
書
度
の
作
用
す
る
所
は
目
蒲
の
豪
族
群
で
あ
ゲ

其
結
果
は
「
上
品
無
寒
雲
、
下
品
無
世
族
」
な
ざ
の
駿
態

に
至
．
⇔
の
止
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
中
正
制
漢
は

そ
の
本
來
の
性
質
か
ら
、
激
養
あ
る
家
族
に
撮
し
て
政
治

説
愈
の
上
に
好
位
地
を
得
べ
き
塩
瀬
を
輿
ふ
る
こ
ご
は
承

認
せ
ら
る
べ
き
も
、
謀
れ
以
上
豪
族
の
践
雇
駿
態
を
顯
Ψ
e

し
む
る
必
然
の
要
因
を
備
ふ
る
蒋
で
は
な
い
。
西
晋
一
代

の
言
論
に
見
れ
ば
，
総
て
が
豪
族
の
官
階
を
濁
占
す
る
制

度
に
署
し
て
非
難
す
る
こ
ご
甚
し
く
、
延
い
て
申
正
制
度

の
攻
撃
に
も
及
ん
で
居
る
が
、
こ
れ
は
多
く
其
運
用
の
方

法
に
了
し
て
い
あ
っ
て
、
愚
論
上
こ
の
制
度
は
絶
劉
に
不

可
ご
な
す
も
の
な
く
、
却
っ
て
讃
美
の
駝
…
を
呈
す
る
も
の

も
あ
る
。
以
上
の
理
函
に
よ
っ
て
宋
の
膿
血
が
南
朝
貴
族

制
の
麺
源
を
｝
に
中
正
制
・
度
に
求
む
る
は
決
し
て
正
當
な

見
方
で
は
な
い
。
却
っ
て
薫
…
子
顯
が
磁
心
時
代
の
政
治
納

車
惜
の
中
に
其
遠
い
趨
源
を
尋
漁
る
は
精
確
で
あ
る
ご
考



へ
る
。

　
西
晋
時
代
に
於
て
豪
族
鮮
ε
官
階
こ
の
關
係
が
出
塁
か

け
た
。
併
し
輿
論
は
決
し
て
こ
の
傾
向
を
承
認
し
π
の
で

は
な
い
。
故
に
豪
族
群
自
身
の
中
に
自
ら
階
級
に
分
化
し

て
貴
族
制
度
を
完
成
し
た
南
朝
に
於
け
る
事
訳
は
、
内
西
晋

時
代
の
そ
れ
と
は
概
然
別
異
な
る
吏
的
現
象
で
あ
る
ご
断

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
西
皿
皇
］
び
て
北
支
那
は
五
胡
に
一
単
一
胤

せ
ら
れ
、
後
、
北
野
に
統
一
さ
れ
π
。
そ
の
問
に
於
て
西
晋

時
代
に
出
生
た
豪
族
群
ご
官
階
上
の
華
麗
の
關
係
ご
が
如

何
に
愛
化
し
た
か
は
別
に
考
ふ
る
こ
ご
、
し
、
其
最
後
に

北
魏
の
孝
文
帝
が
帝
王
の
罐
力
の
下
に
於
て
氏
族
分
量
政

策
郎
豪
族
群
に
呈
し
て
甲
乙
の
次
第
を
明
白
に
匪
回
し
た

時
、
豪
族
が
官
階
に
深
き
關
係
あ
る
事
實
に
寧
ろ
同
意
を

表
し
π
の
は
孝
文
帝
そ
の
人
で
あ
っ
て
、
當
時
の
漢
族
の

大
臣
は
総
て
明
自
に
賢
才
主
義
を
唱
導
し
て
居
る
。
赦
に

北
朝
に
於
て
は
一
般
の
輿
論
が
こ
こ
迄
も
漢
家
拙
悪
の
賢

才
圭
義
を
奪
崇
し
て
居
た
こ
だ
は
明
か
で
あ
る
。
然
ら
ば

　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
剃
の
起
源

南
朝
の
貴
族
罰
ご
は
全
く
江
南
の
土
地
に
醒
醸
さ
れ
た
制

度
で
あ
る
ご
考
へ
ね
ば
な
ら
滋
。

　
南
朝
に
撃
て
貴
族
制
は
何
時
頃
鵠
來
上
っ
た
か
。
余
は

高
瀬
博
士
還
暦
論
交
集
に
於
て
欝
欝
杜
朧
傳
を
引
き
、
束

晋
の
初
、
晋
室
ご
共
に
建
康
城
に
落
着
い
た
北
方
名
族
が

既
に
「
團
こ
な
り
て
官
界
に
勢
力
を
有
し
、
紫
黒
北
野
の

出
身
の
途
が
杜
か
れ
て
あ
っ
た
こ
ご
を
注
意
し
た
。
汐
時

に
於
て
元
來
の
東
南
名
族
の
地
位
が
如
、
何
で
あ
っ
た
か
。

南
齋
書
文
學
機
翼
鞠
傳
に
彼
は
欝
欝
蒋
軍
こ
な
っ
た
が
、

武
位
を
得
る
こ
ご
を
樂
し
ま
す
、
次
の
や
う
な
不
転
を
洩

ら
し
て
居
る
。

　
我
磨
客
主
。
殿
様
墨
家
、
江
南
地
方
嶽
千
里
士
子
風
流
、
皆
譲
此

　
中
、
顧
榮
首
引
諸
愴
、
渡
防
我
輩
塗
轍
、
死
有
鯨
罪

ご
。
諸
憺
ご
は
江
南
人
、
北
入
を
指
し
て
呼
ぶ
輕
侮
の
言

で
あ
っ
て
、
こ
れ
仁
よ
つ
て
奔
れ
ば
北
人
が
官
階
を
濁
占

す
る
に
謝
す
る
南
入
の
一
般
的
不
李
が
解
か
る
で
あ
ら
う
Q

南
齋
書
長
男
傳

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
二
三
　
（
　
一
入
三
）



　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
樋
の
起
源

（
多
欲
）
用
事
爲
右
僕
射
、
以
二
王
倹
、
七
日
、
南
瓜
由
來
、
少
居
此

職
．
緒
淵
在
座
、
啓
上
欝
、
倹
年
少
、
或
不
識
憶
、
江
左
用
陸
図
、
顧

和
。
皆
南
人
也
、
倫
日
、
晋
氏
衰
政
、
不
毎
以
爲
準
則
、
上
乃
止

又
同
書
沈
銀
季
傳

　
三
跡
巻
心
季
日
、
南
野
晒
僕
射
、
多
歴
年
所
、
文
季
謝
β
、
南
風
不

　
競
．
非
復
一
日
、

，
ご
。
こ
れ
等
の
事
態
を
綜
合
す
れ
ば
、
照
射
の
如
き
門
地

は
北
人
の
試
食
す
る
所
に
し
て
、
其
慣
例
の
成
立
は
正
に

晩
來
南
渡
の
罪
人
に
優
し
て
地
位
を
閉
ざ
し
π
ご
同
時
頃

で
あ
っ
て
、
晋
末
宋
初
た
る
こ
ご
疑
な
い
。
江
蘇
、
漸
江

の
紫
野
は
南
朝
が
よ
っ
て
立
つ
所
の
黒
地
で
あ
る
。
然
る

に
も
拘
ら
す
其
地
方
の
名
族
が
途
に
北
方
渡
來
の
家
柄
の

下
風
に
立
つ
に
至
り
し
は
如
何
な
る
事
情
に
よ
る
乎
。
こ

れ
を
知
る
誉
め
に
は
遡
っ
て
零
墨
の
東
南
名
族
の
地
位
を

考
ふ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
三
國
分
立
の
時
代
に
當
り
て
、
東
南
翼
壁
の
地
を
根
擦

領
し
以
て
長
江
領
域
を
保
有
し
だ
呉
の
累
年
は
、
實
に
呉

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
二
四
　
（
　
一
入
四
）

郡
鏡
帯
の
繊
身
で
あ
り
、
そ
の
初
東
南
を
維
螢
す
る
に
欝

っ
て
は
、
固
よ
り
北
方
の
兵
カ
ビ
人
材
ご
を
用
み
た
黙
が

多
い
。
併
し
其
基
礎
次
第
に
固
定
す
る
ご
共
に
東
南
人
材

が
實
際
政
治
の
局
に
當
る
も
の
次
第
に
多
く
、
諸
氏
が
司

馬
・
氏
に
亡
遇
る
、
に
至
っ
た
理
由
の
重
な
る
瓢
、
亦
全
く

一
般
東
南
の
名
族
か
ら
し
て
支
持
を
得
な
か
っ
た
に
よ
る

こ
ご
陸
機
の
辮
亡
論
が
明
か
に
認
め
て
居
る
所
で
あ
る
、
．

司
馬
晋
が
呉
を
亡
し
て
天
下
を
統
一
す
る
に
罷
り
、
そ
の

東
南
人
士
に
蓋
し
て
は
、
一
般
に
之
を
中
央
政
府
に
重
用

し
、
北
人
ご
共
同
し
て
天
下
の
経
螢
に
當
ら
し
め
ん
こ
す

る
方
針
が
ご
ら
れ
た
。
（
晋
書
画
碩
傳
三
島
）
。
太
康
中
命
を
下
し
て

　
傭
倫
書
陸
喜
等
十
五
人
、
南
士
蹄
樗
、
痴
話
貞
潔
不
容
三
朝
、
載

　
忠
而
獲
罪
、
或
退
身
修
志
、
堕
在
草
野
、
主
者
可
皆
随
本
位
、
就
下

　
舞
除
勅
所
在
以
禮
登
遺
須
到
随
材
授
用
（
灘
陸
）

と
。
こ
れ
其
實
際
上
の
や
り
方
で
あ
る
。
然
る
に
東
南
入

に
し
て
晋
の
雷
撃
に
慮
す
る
者
あ
b
、
叉
僻
す
る
者
あ
b
。

其
準
じ
た
も
の
、
中
で
東
南
人
士
の
代
表
者
た
る
地
位
を



取
っ
た
も
の
は
、
呉
の
大
群
こ
し
て
三
國
時
代
に
活
動
し

た
摂
氏
の
孫
陸
機
で
あ
る
、
彼
浮
身
は
そ
の
文
才
に
於
て

優
に
一
世
を
指
導
す
る
自
負
を
有
し
．
の
み
な
ら
す
東
南

文
化
に
聡
し
て
強
き
自
信
を
持
っ
て
居
た
こ
ε
其
詩
呉
血

行
に
よ
っ
て
見
る
こ
ご
が
出
煮
る
。
當
時
呉
の
四
姓
ご
総

せ
ら
る
、
家
柄
が
如
何
に
儒
術
の
満
塁
に
蕪
落
し
て
居
た

か
は
、
充
分
に
そ
れ
に
よ
り
て
叙
述
せ
ら
れ
て
居
、
其
上

國
に
入
る
や
、
中
朝
の
名
流
張
華
ご
甥
談
の
際
、
巧
み
に

東
南
交
響
の
自
負
を
顯
は
し
、
叉
其
弟
陸
着
ご
共
に
東
南

入
士
を
推
帯
す
る
こ
ご
に
カ
を
縛
し
た
。
其
賀
循
及
陸
納

を
推
薦
し
た
文
の
一
箇
に

　
臣
等
伏
思
、
下
郎
所
以
呂
州
々
有
人
、
非
徒
以
均
分
顯
路
、
恵
及

　
外
州
而
巳
、
誠
以
庶
士
（
？
・
）
殊
風
、
四
方
異
俗
、
塾
隔
之
害
、
遠
慮

　
盆
甚
、
至
於
荊
暢
二
州
、
戸
各
三
十
三
、
今
揚
州
無
郎
、
而
鋼
州
江

　
南
、
乃
無
一
入
爲
京
城
職
者
、
漏
斗
聖
朝
待
四
方
之
本
心
、
云
々

　
（
晋
書
賀
循
傳
）

内
こ
れ
憶
意
、
晋
の
朝
廷
を
し
て
北
方
南
方
の
地
域
に
限
ら

す
、
天
下
人
材
の
葦
會
の
所
た
ら
し
め
ん
ご
欲
し
だ
わ
け

　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
覇
貴
族
制
の
越
源

で
あ
る
。
併
し
實
際
に
於
て
東
南
人
士
ご
北
人
こ
の
間
の

凝
滞
が
一
致
し
な
い
こ
ご
陸
機
顧
礎
盤
の
傳
に
見
れ
ば
明

か
で
あ
り
、
陸
氏
兄
弟
は
途
に
こ
れ
が
犠
牲
こ
な
っ
て
倒

れ
、
顧
花
蕊
の
一
群
は
北
方
の
朝
廷
を
見
限
夢
て
南
蹄
し

た
。
立
時
北
支
那
の
一
般
的
不
安
動
揺
の
有
蓋
は
三
國
時

代
の
初
期
に
見
る
よ
り
も
一
轍
烈
し
園
、
其
江
南
に
波
動

す
る
カ
は
非
常
に
強
い
。
陸
転
学
し
で
後
、
東
南
の
入
望

を
得
て
其
首
領
に
擬
せ
ら
る
、
顧
榮
の
如
き
は
、
こ
の
北

方
か
ら
く
る
裂
離
の
駿
勢
を
如
何
に
し
て
防
止
す
べ
き
か

を
中
心
こ
し
て
政
策
を
π
て
π
如
く
、
彼
が
そ
の
初
陳
敏

の
カ
を
利
用
し
た
の
も
そ
の
爲
め
で
あ
っ
て
、
後
に
晋
室

を
奉
戴
す
る
に
至
っ
た
こ
ざ
も
決
し
て
晋
室
を
正
統
な
王

室
ご
し
て
認
め
た
る
に
よ
る
の
で
は
な
い
こ
ご
周
回
の
晋

略
に
見
れ
ば
充
分
に
明
自
で
あ
る
。

　
其
動
機
の
如
何
に
し
ろ
、
顧
榮
を
主
領
ご
す
る
呉
人
は

晋
の
一
族
を
奉
じ
て
そ
の
下
に
臣
節
を
毒
す
に
至
っ
た
こ

ご
は
事
實
で
あ
る
。
主
こ
し
て
東
晋
開
業
の
政
治
に
π
づ

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
二
五
　
（
　
一
入
五
）



　
　
　
第
†
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
湖
の
趨
源

さ
は
っ
た
王
導
は
．
妻
室
ご
共
に
渡
翻
し
た
北
乱
入
ご
東

南
土
着
の
名
流
ご
を
勉
め
て
融
合
す
る
こ
ご
を
以
て
其
政

治
の
方
針
建
し
た
。
叉
東
南
名
族
も
こ
の
新
朝
廷
の
下
に

あ
り
て
重
要
な
位
置
を
得
る
斜
め
、
結
束
し
て
努
力
し
た

如
く
で
あ
る
。
顧
榮
の
傳
に

　
時
南
土
之
士
、
未
到
乳
用
、
榮
叉
言
、
陸
士
光
寅
正
清
貴
、
金
玉
其

　
質
、
骨
三
思
忠
款
蓋
誠
、
膿
幹
殊
快
、
般
慶
元
質
略
有
明
規
、
文
武

　
可
施
用
、
榮
族
兄
公
譲
明
亮
守
節
、
困
不
易
操
、
會
稽
楊
彦
明
、
謝

　
行
言
皆
服
麿
儒
…
教
，
足
爲
公
望
、
賀
生
沈
潜
、
青
雲
之
士
、
陶
恭
兄

　
弟
．
才
幹
難
少
．
旧
事
極
佳
、
論
意
金
也
、

ご
。
朝
廷
で
は
之
を
探
離
し
た
。
か
、
る
有
様
で
あ
っ
た

か
ら
、
東
晋
の
初
期
に
着
て
は
東
南
人
士
で
朝
廷
の
高
官

に
つ
く
も
の
が
多
い
。
併
し
一
方
で
は
北
勢
人
の
塵
”
迫
に

よ
っ
て
悲
惨
な
蓮
命
を
搬
つ
た
も
の
も
あ
る
。
呉
興
の
両

氏
一
族
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
周
氏
は
津
津
ビ
し
て
出

廷
に
活
躍
し
、
周
珊
に
至
り
て
は
江
南
の
叛
観
を
討
李
す

る
に
最
も
カ
が
あ
っ
た
○
そ
れ
に
森
拘
ら
す
、
北
來
の
軍
流

離
劃
教
に
厭
｛
泊
旧
せ
ら
れ
て
留
獄
死
す
る
に
至
っ
た
が
、
其
死
に

　
　
　
　
　
　
第
二
聴
鯉
　
　
二
山
ハ
　
（
　
　
一
入
六
）

簸
ん
で
子
麓
に
泄
与
し
た
言
葉
に

　
殺
我
者
請
億
子
、
能
復
之
乃
吾
子
也

ご
あ
る
．
、
東
南
人
が
北
來
人
に
封
ず
る
最
も
露
骨
な
反
威

を
欝
表
し
て
居
る
。
糊
醐
の
傳
に
於
て
史
家
は
欝
時
の
有

標
を
敏
し
て

　
話
中
國
王
宮
失
．
守
之
重
、
避
鍛
來
者
、
多
房
顯
位
、
駕
御
奨
入
、
奨

　
人
出
怨
云
々

ご
。

　
「
方
北
方
か
ら
移
動
し
罵
り
、
東
晋
の
王
室
を
中
心
こ

す
る
諸
名
族
は
、
そ
の
渡
來
の
初
に
獲
て
は
、
猶
故
郷
を

思
ふ
戚
情
強
く
、
後
世
詩
人
な
ご
が
好
ん
で
用
み
る
「
楚

囚
泣
」
な
る
言
葉
は
、
か
つ
て
王
導
の
邸
園
に
於
て
温
矯
・

郵
駿
等
の
名
士
の
會
合
せ
る
席
上
で
登
せ
ら
れ
た
所
で
あ

っ
て
、
全
く
目
新
ら
し
い
山
河
の
景
に
振
思
し
だ
所
以
で

あ
る
。
か
、
る
議
情
は
、
織
紐
無
腰
解
せ
す
ε
云
ふ
燦
論
の

形
式
に
結
び
つ
き
、
こ
、
に
蟹
族
を
北
支
那
よ
り
追
携
ひ

故
郷
の
墳
墓
を
翻
復
す
る
ご
云
ふ
の
は
、
東
晋
一
代
を
支



配
し
た
輿
論
で
あ
る
。
導
燈
が
北
伐
を
決
行
し
た
時
の
上

疏
文
に

　
夫
先
王
経
始
、
敵
中
逼
而
内
諸
夏
、
誠
寒
暑
度
語
中
、
露
霜
惟
均
、
冠

　
星
萬
國
、
朝
宗
四
海
故
也
、
自
強
豪
陵
暴
、
中
華
蕩
覆
、
狼
狽
失
糠
、

　
樺
幸
三
越
、
…
三
三
以
待
龍
伸
之
會
、
潜
幡
三
二
風
雲
一
期
．
・
…
喪

　
緻
懸
樋
、
五
士
鍛
載
、
先
蕗
組
吻
、
後
楽
童
幼
、
班
粥
綴
昔
、
積
習
成

　
儀
塗
絶
干
本
邦
宴
安
拠
所
託
（
蘇
桓
）

桓
温
が
北
伐
を
決
行
じ
た
時
は
、
束
晋
開
基
以
來
約
六
十

年
を
経
て
居
る
。
今
こ
の
交
意
に
見
れ
ば
、
中
原
の
回
復

は
正
に
王
者
た
る
も
の
、
行
ふ
べ
き
所
ご
な
す
の
で
あ
っ

て
、
威
情
の
上
に
曾
て
左
程
の
強
さ
も
な
く
、
む
し
ろ
南

に
在
る
北
人
に
は
既
に
南
に
安
住
せ
る
四
分
の
濃
厚
な
る

こ
ご
を
認
む
。
こ
の
時
北
伐
に
反
漏
し
た
王
義
之
、
孫
練

の
二
人
の
中
、
殊
に
孫
紳
の
如
き
は
、
追
網
の
北
方
の
朕

況
を
述
べ
て
「
河
霧
丘
嘘
、
画
夏
硬
膏
、
井
面
、
木
刊
、

野
合
夷
滅
、
生
理
揺
々
、
永
無
所
依
」
で
あ
る
。
而
し
て

呉
の
地
方
に
流
れ
て
來
た
入
々
は
、
最
早
喪
胤
以
來
六
十

年
の
経
過
が
あ
り
、
そ
の
子
孫
が
既
に
年
取
り
、
墓
地
が

　
　
　
第
十
四
魯
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
剃
の
超
源

相
並
ん
で
居
る
實
情
に
あ
る
。
故
に
故
郷
の
墳
墓
も
さ
る

こ
ご
乍
ら
、
目
前
の
事
實
を
考
ふ
れ
ば
む
し
ろ
こ
の
樂
土

は
去
り
難
い
ご
云
っ
て
居
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
蟹
族
に
荒

さ
れ
た
北
支
那
は
最
早
文
明
の
生
活
に
堪
へ
ざ
る
所
ざ
認

め
て
居
る
の
で
あ
る
。
必
寛
北
方
か
ら
渡
摩
し
だ
名
族
は

江
南
の
地
に
於
て
充
分
生
活
を
亨
聴
す
る
こ
ご
が
出
來
る

や
う
に
な
り
、
こ
の
一
般
的
安
定
の
貌
が
非
職
上
る
に
至

っ
た
頃
か
ら
、
東
南
人
士
の
政
治
上
に
於
け
る
活
動
は
次

第
に
そ
の
カ
を
溺
め
る
に
至
つ
だ
。
こ
の
現
象
は
如
何
な

る
理
由
に
よ
る
か
、
直
接
史
料
の
上
か
ら
何
ら
の
劉
断
も

古
癖
得
な
い
。
試
み
に
二
三
の
假
設
を
提
出
す
る
な
ら
ば
、

第
一
政
治
上
の
理
歯
こ
し
て
、
東
晋
の
王
室
は
発
行
人
π

る
司
馬
氏
で
め
り
、
湖
北
支
那
は
五
胡
に
擾
徹
せ
ら
れ
、

東
晋
の
王
室
は
名
義
上
に
於
て
全
支
那
の
王
室
で
あ
る
。

故
に
晋
室
を
主
こ
し
て
考
ふ
れ
ば
、
軍
に
東
南
の
名
族
を

保
護
す
る
の
み
な
ら
す
、
広
く
其
胸
懐
を
天
下
に
開
か
ね

ば
な
ら
澱
．
、
こ
の
二
つ
の
理
購
に
よ
っ
て
北
婦
人
の
位
畳

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
二
七
　
（
　
…
入
七
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
謂
の
趨
源

は
自
然
に
王
室
を
中
心
こ
し
て
高
く
な
る
傾
向
を
も
つ
，

併
し
二
の
理
由
は
軍
に
北
方
人
の
優
越
を
來
さ
し
む
る
こ

ご
を
説
明
し
得
る
の
み
で
、
南
朝
の
特
質
π
る
貴
族
制
を

作
り
上
げ
る
説
明
ご
は
な
ら
ぬ
。
自
分
は
別
に
就
會
上
の

理
由
を
考
へ
て
見
よ
う
。

　
曝
書
地
理
志
江
南
一
般
の
風
俗
を
か
き
て
其
「
父
子
異

居
」
の
風
に
注
意
し
、
且
丹
陽
の
俗
を
の
せ
て
「
小
人
傘

多
多
販
、
君
子
資
於
官
豫
」
ε
云
っ
て
居
る
。
丹
陽
ご
は

南
朝
の
首
都
建
康
城
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
、
に
官

隷
に
生
活
す
る
君
子
の
多
か
っ
た
こ
ご
當
然
で
あ
ら
う
。

併
し
こ
れ
は
濁
り
聖
書
城
の
有
襟
の
み
で
は
な
く
、
一
般

東
南
地
方
の
實
情
で
あ
る
。
宋
書
、
南
言
書
等
に
於
て
王
室

の
一
族
乃
至
は
鋤
官
勢
門
の
子
弟
の
観
経
な
有
様
を
描
く

に
必
ず
士
族
を
騙
興
し
た
こ
云
ふ
こ
ご
が
述
べ
ら
れ
て
居

る
。
こ
．
れ
當
時
に
行
は
れ
た
形
式
化
せ
る
言
顯
は
し
で
あ

っ
て
、
士
一
族
な
る
も
の
、
位
置
は
・
少
な
く
ご
も
宋
…
以
來
確

定
し
て
居
る
こ
ご
明
白
露
な
い
。
此
士
族
な
る
も
の
は
か

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
二
八
　
（
　
一
入
入
）

　
つ
て
内
藤
博
士
還
暦
論
文
集
に
書
い
た
如
く
、
早
耳
椹
こ

し
て
租
税
力
役
の
負
捲
を
免
が
る
、
者
で
あ
る
が
、
或
種

の
公
役
に
限
り
こ
の
特
椹
を
保
有
し
な
い
場
合
も
あ
る
．
、

　
　
篁
馨
湖
海
民
丁
無
毒
急
撃
（
南
齊
書
王
敬
則
傳
）

ご
あ
り
、
塘
役
は
士
庶
五
ハ
に
負
樽
…
す
る
所
で
あ
る
。
兎
に

角
も
肚
會
か
ら
一
般
の
認
識
さ
れ
た
士
族
な
る
階
級
は
、

　
一
族
の
團
膿
を
表
は
す
宗
ご
云
ふ
名
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

て
居
る
。
階
谷
地
理
志
に
は
「
父
子
異
居
」
ご
云
ふ
習
俗

に
注
意
し
、
顔
氏
家
訓
に
は
江
南
析
産
の
風
を
注
意
し
て

居
る
か
ら
、
こ
の
宗
族
内
の
財
産
關
係
は
人
を
主
こ
し
て

分
割
さ
れ
て
居
た
こ
ビ
明
か
で
あ
る
が
、
併
し
宗
族
が
外

に
費
し
て
は
一
致
し
て
其
利
害
を
確
保
す
る
こ
ご
を
期
し

F
た
。
そ
れ
は
東
晋
の
頃
東
南
地
方
に
危
機
が
襲
っ
た
場
合

圭
こ
し
て
宗
族
を
中
3
6
ご
し
た
勢
力
に
よ
り
て
こ
れ
を
防

塵
し
た
事
實
に
見
て
確
か
で
あ
る
が
、
輩
に
危
機
の
襲
ふ

場
合
の
み
で
な
く
、
卒
和
の
ざ
き
に
あ
っ
て
は
、
宗
入
は

そ
の
宗
内
の
有
力
者
を
推
し
て
政
治
上
の
地
位
を
獲
せ
し



め
る
。
晋
叢
書
和
傳
に

　
（
和
）
総
角
便
有
清
操
、
族
淑
榮
雅
．
重
之
礒
、
此
習
家
麟
麟
、
興
吾
宗

　
者
、
必
此
子
也
、
時
宗
人
三
智
有
令
聞
、
爲
江
別
駕
、
山
掛
之
日
、
卿

遽
愛
需
孝
（
和
之
字
）
超
卿
突

こ
れ
顧
氏
一
宗
が
顧
和
に
囑
望
す
る
こ
ご
を
顯
は
し
て
居

る
も
の
で
あ
る
。
晋
誤
払
乱
撃
に

　
面
罵
風
俗
、
各
有
朋
難
．
宗
人
共
薦
預
縣
功
五
欲
便
沙
汰
磯
濁
預

　
與
野
臥
父
聡
、
近
或
聞
諸
君
以
預
入
門
、
三
野
二
宮
則
當
恥
毛
、
不

　
得
徒
巳
、
三
三
下
愚
、
三
三
所
懐
、
三
三
三
三
、
異
陶
三
三
、
一
旦
差

　
跣
讐
衆
肉
交
鳴
、
毫
覆
満
幅
、
差
以
千
里
、
理
博
入
之
綱
退
職
而
預
所

　
大
手
証
、

宗
族
群
が
互
に
仕
官
を
事
ふ
情
状
が
よ
く
分
か
る
。

　
こ
の
宗
族
群
が
自
ら
一
定
の
階
級
を
分
か
つ
胤
曾
的
機

縁
は
、
實
に
或
限
ら
れ
た
る
宗
族
間
の
遥
婚
閣
係
に
よ
る
ご

思
ふ
。
試
み
に
晋
雛
型
書
南
慰
書
の
刻
夢
中
東
南
の
名
族

こ
し
て
考
へ
ら
る
、
も
の
、
列
傳
を
通
覧
し
て
其
知
り
得

る
婚
姻
關
係
を
見
れ
ば
、
呉
ご
會
稽
の
東
南
名
族
は
互
に

蓮
与
し
て
居
る
。
尤
も
顔
氏
家
訓
に
よ
れ
ば
東
南
に
於
け

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
溝
の
誕
回

る
外
家
の
勢
力
は
、
北
支
那
に
於
け
る
程
重
大
挙
さ
れ
て
居

な
い
ご
云
ふ
が
、
こ
れ
恐
ら
く
宗
を
中
心
ご
す
る
男
系
的

支
配
が
殊
に
江
南
に
強
い
ご
云
ふ
事
實
を
さ
す
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
爲
め
に
嫡
室
を
選
ぶ
際
に
其
相
手
の
家
柄
を

無
濡
す
る
ご
は
考
へ
難
く
、
現
に
事
書
の
讃
明
す
る
所
、

東
南
の
名
族
は
漣
婚
の
間
に
あ
る
。
然
る
に
こ
の
東
南
の

名
族
は
北
方
よ
り
移
住
し
て
來
た
名
族
ご
は
婚
姻
を
結
ば

な
い
や
う
に
見
え
る
。
固
よ
り
帝
室
ご
は
婚
を
通
せ
す
、

且
蘭
書
陸
玩
の
傳
に
左
の
如
き
記
事
が
あ
る
。

　
王
導
初
至
江
左
、
思
結
人
情
、
講
昏
於
陸
玩
、
玩
駐
日
、
培
三
無
松

　
柏
、
薫
藷
不
同
器
、
玩
睡
不
才
、
義
不
能
爲
観
倫
之
始
、
導
豊
門
、

こ
れ
王
氏
が
東
南
名
士
陸
氏
ご
蓮
婚
ぜ
ん
ご
し
て
拒
絶
さ

れ
た
も
の
、
そ
の
時
の
器
量
の
隠
隠
は
一
見
謙
譲
に
満
ち

て
居
る
が
、
其
本
意
は
果
し
て
如
何
。
同
人
の
傳
に

　
嘗
詣
学
食
酷
、
因
感
得
疾
、
與
導
慶
日
、
七
難
呉
入
、
幾
爲
億
鬼
、
其

　
輕
易
模
貴
降
砂
、

ご
。
酪
は
北
人
の
好
む
所
、
こ
れ
に
評
し
て
家
人
に
薫
茱

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
　
二
九
　
（
　
一
入
九
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
潰
族
綱
の
趨
源

あ
り
。
其
嗜
好
同
じ
か
ら
ざ
る
は
、
以
て
其
風
霜
の
異
を

示
す
も
の
と
せ
ら
る
、
。
其
他
北
人
と
南
人
ご
は
、
北
方

の
名
族
が
久
し
く
江
南
に
住
し
て
後
も
其
本
籍
は
依
然
こ

し
て
之
を
北
方
に
繋
ぎ
、
譜
學
が
編
害
せ
ら
れ
た
ご
き
も

江
南
入
は
こ
れ
を
南
州
譜
に
一
括
し
て
北
方
の
家
譜
ご
2
4

に
取
り
扱
っ
て
居
る
。
殊
に
注
意
す
べ
き
は
三
國
呉
の
時

代
に
北
方
か
ら
渡
愛
し
た
開
國
の
名
臣
張
昭
の
後
な
る
張

闘
が
丹
陽
人
ε
し
て
晋
時
に
記
載
さ
れ
て
居
る
の
に
、
同

じ
く
建
康
城
を
其
住
居
こ
す
る
華
墨
の
名
族
が
必
ず
其
本

貫
を
記
述
す
る
の
が
例
こ
な
っ
て
居
る
。
兎
に
角
も
東
晋

以
來
北
族
南
族
の
間
に
種
々
の
黙
に
於
て
明
白
な
薫
別
が

形
式
の
上
に
存
し
て
居
る
が
、
そ
の
総
て
の
形
式
を
通
じ

て
北
族
戦
戦
の
間
に
通
略
し
な
い
ご
云
ふ
關
係
は
、
祇
會

上
互
に
融
和
し
な
い
根
本
的
な
要
因
ご
認
め
て
差
支
な
い

で
あ
ら
う
。
此
遜
辞
が
束
晋
の
時
日
來
明
自
で
あ
る
ご
す

れ
ば
、
こ
れ
實
に
南
朝
の
貴
族
制
を
造
り
上
げ
る
最
も
重

要
な
要
因
ご
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
第
二
鷺
　
　
三
〇
　
（
　
一
九
〇
）

　
以
上
考
察
し
た
所
に
大
過
な
し
ご
す
れ
ば
、
南
朝
貴
族

制
の
萢
は
、
南
朝
に
於
け
る
政
治
上
底
に
赴
’
．
身
上
の
事
實

の
中
に
尋
ね
得
ら
る
＼
、
然
る
に
南
朝
の
歴
史
を
命
じ
て

最
も
高
い
家
系
ご
認
め
ら
る
、
王
謝
二
乗
が
歴
史
上
そ
の

地
位
を
確
定
し
た
の
は
東
晋
の
末
期
で
あ
る
。
王
謝
二
族

の
江
南
に
榮
え
た
の
は
固
よ
り
東
晋
に
甥
す
る
政
治
的
勲

勢
に
よ
る
ご
は
言
へ
、
そ
の
位
澱
を
永
く
保
存
し
た
の
は

全
く
そ
の
家
に
属
す
る
人
々
の
徳
行
の
修
養
に
よ
る
ご
認

め
ら
る
。
家
風
の
重
要
性
は
こ
の
黙
に
発
て
認
識
す
べ
く
、

家
風
に
随
っ
て
行
動
す
る
こ
ご
は
、
其
位
畳
を
保
全
す
る

要
諦
な
る
こ
ご
、
　
一
般
言
語
か
ら
承
認
さ
れ
た
形
式
的
思

想
で
あ
る
。

　
弘
既
人
望
所
労
、
造
次
必
存
禮
法
、
凡
動
止
施
爲
、
及
書
翰
儀
膿
．
後

入
撲
整
、
謂
蓬
髪
絶
家
葉
影
王
）

、
湘
東
王
繹
時
称
丹
陽
ヂ
、
與
朝
士
影
乾
、
新
規
爲
酒
令
、
規
從
容

　
貝
回
左
回
瑛
三
一
此
段
顯
王
）

　
急
派
朧
回
游
、
受
寄
文
學
輯
爾
、
筆
納
経
術
適
業
、
回
雪
酒
好
聡

　
素
、
…
樽
國
子
祭
濾
、
承
応
倹
骨
骸
、
皆
爲
事
案
、
三
世
爲
國
師
、
麟



　
集
之
有
、
（
南
史
王
承
傳
）

　
志
家
世
居
建
康
禁
中
里
馬
蕃
巷
、
無
言
腱
嶽
來
、
門
風
多
寛
恕
、
志

　
尤
惇
厚
、
所
歴
職
、
不
以
罪
餐
三
人
、
…
兄
弟
子
姪
、
皆
篤
實
謙

　
和
時
人
驚
斜
面
、
爲
長
煮
（
翻
王
）

　
大
明
中
、
選
書
僕
射
顔
師
伯
豪
貴
、
下
調
設
女
樂
、
現
時
爲
度
支
倫

　
書
、
要
現
同
瀦
、
憾
酒
行
表
、
皆
場
内
妓
、
現
場
男
女
無
親
授
、
傳
行

　
短
至
、
令
置
林
上
、
回
首
避
之
、
然
後
取
畢
、
又
三
三
、
坐
土
莫
不
撫

　
毒
笑
覆
奮
藁
灘
王
）

　
封
書
僕
射
臆
面
仁
、
領
軍
劉
湛
並
執
重
構
、
傾
動
内
外
、
球
難
通

　
家
記
峨
未
営
往
來
（
南
三
王
球
像
）

右
の
諸
例
に
よ
り
て
王
家
の
風
を
求
む
れ
ば
、
寛
容
、
儒

素
、
素
退
等
の
徳
を
墓
調
ご
し
て
居
る
こ
ご
を
容
易
に
看
取

出
篭
る
。
南
吏
謝
五
葬
傳
の
如
き
は
全
篇
そ
の
宗
家
を
経

螢
し
た
有
様
、
又
は
諸
謝
風
流
の
游
事
を
記
し
、
た
え
て

國
家
に
出
力
す
る
瓢
に
及
ば
す
。
而
し
て
侍
中
の
要
職
に
・

あ
）
。
世
人
亦
之
を
賞
美
す
る
。
家
風
の
純
麗
を
保
つ
こ

ご
、
最
も
時
に
ε
つ
て
の
重
事
で
あ
る
。

　
家
風
は
家
柄
の
品
位
を
懸
は
す
こ
ご
王
謝
こ
族
に
始
ま

り
次
第
に
南
方
名
族
に
薫
染
し
淀
も
の
で
あ
ら
う
。
王
謝

第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
南
朝
貴
族
制
の
起
源

二
族
に
各
其
風
流
の
記
事
あ
る
如
く
、

同
じ
や
う
な
記
事
が
あ
る
、
．

臭
郡
の
姓
族
に
も

　
三
三
與
三
審
、
並
宅
其
朋
、
有
池
、
池
上
有
二
株
楊
柳
、
（
何
）
霜
歎

　
　
日
、
此
池
是
翫
具
、
此
木
郎
交
譲
…
劉
聴
至
呉
、
謂
入
日
、
吾
聞
張

　
融
與
尊
欄
暁
、
並
宅
其
問
、
有
水
知
計
有
異
味
、
故
命
糎
漁
牲
酌
、
而
飲

　
責
飲
柴
則
響
之
蔚
嚢
（
書
史
陸
海
留
書
）

家
風
を
云
ふ
も
の

　
（
敷
）
善
持
苦
儀
、
瀞
詳
緩
之
致
、
輿
入
甥
、
執
手
日
、
念
粗
聞
餓
響
、
久

　
之
不
繕
．
張
氏
難
、
慕
之
、
其
繧
鍛
窯
欝
張
）

　
融
風
止
誰
越
、
坐
常
轡
型
、
行
期
曳
歩
、
麺
身
仰
首
、
中
野
甚
多
、

　
（
南
回
書
張
融
）

張
融
は
文
人
風
の
生
活
を
な
せ
し
人
、
南
史
は
張
氏
の
家

風
彼
に
至
っ
て
一
溢
せ
る
こ
ビ
を
記
し
て
居
る
。

　
陸
機
の
呉
趨
行
に
は
臭
郡
の
四
族
が
の
っ
て
居
る
。
李

善
鳥
路
勃
の
呉
隷
を
引
い
て
朱
、
張
、
顧
、
陸
こ
な
し
て

居
る
。
回
書
に
は
江
南
の
金
張
二
族
の
語
が
め
り
、
張
、
陸

田、

z
姓
を
指
℃
て
居
る
。
晋
書
に
は
諾
諾
四
輪
の
語
あ
り
、

孔
、
魏
、
虞
、
謝
を
指
し
て
居
る
。
こ
れ
を
北
方
の
名
族

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
、
　
三
｝
　
（
　
一
九
一
）



　
　
　
窮
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
購
遡
嚢
族
驚
の
起
源

ざ
南
方
の
名
族
ご
鋼
比
ぜ
ら
る
㌧
場
合
、
張
、
孔
、
陸
、

顧
各
其
記
載
が
あ
る
。

　
時
真
電
太
守
晋
寧
侯
倒
立
之
亦
以
オ
學
顯
。
自
吏
部
筒
書
、
與
（
謝
）

　
立
同
年
、
之
郡
、
而
立
地
名
亜
於
玄
、
時
人
樗
南
北
二
立
、
論
者
美

　
之
、
（
灘
紺
）
　
　
　
”

　
（
王
）
景
蓑
會
稽
輩
倶
南
北
望
（
魏
髄
）

　
王
僧
蓬
貴
公
子
孫
、
以
オ
薫
物
、
爲
臭
郡
太
守
、
入
篭
門
日
、
彼
有

　
人
品
、
顧
環
一
公
爾
橡
、
密
々
門
戸
、
陸
子
眞
、
五
稚
内
侍
、
我
之
流

　
更
灘
羅
）

こ
れ
等
の
例
に
見
れ
ば
、
南
方
の
名
流
は
言
立
ご
調
立
の

駿
に
あ
る
こ
ご
東
晋
よ
り
宋
齊
に
か
け
て
愛
ら
濾
や
う
に

も
見
え
る
。
且
前
に
述
べ
た
如
く
南
極
の
篭
絡
が
張
緒
を

盲
射
た
ら
し
め
ざ
る
こ
ご
あ
り
て
其
一
門
の
憤
慨
を
買
っ

だ
こ
ご
、
南
史
張
充
傳
に
見
え
て
居
る
。
帯
磁
魏
の
太
武
帝

が
壽
陽
城
を
園
む
だ
折
、
北
欧
の
名
士
張
黒
髭
は
ま
だ
年

若
き
諸
人
張
暢
の
名
を
知
っ
て
居
た
ε
云
ふ
の
で
、
南
方

張
氏
が
如
何
に
名
書
の
あ
っ
た
か
を
當
時
の
記
録
が
傳
へ

て
居
る
が
、
同
時
に
張
孝
伯
が
謝
荘
・
王
制
の
こ
ご
を
張
暢

　
　
　
　
　
　
第
二
鱗
　
　
三
二
　
（
　
「
九
＝
）

に
尋
ね
一
こ
ご
に
よ
っ
て
こ
め
二
族
の
名
筆
が
還
く
聞
え

穴
謹
蝶
こ
す
る
こ
ご
南
吏
謝
卓
筆
に
見
え
て
居
る
，
當
時

列
傳
の
材
料
ご
な
る
は
奉
遷
に
よ
る
所
多
い
で
あ
ら
う
か

ら
事
の
眞
相
は
容
易
に
解
か
ら
漁
。
要
之
聖
人
…
般
が
殊

に
宋
齊
以
後
北
野
に
勢
す
る
不
李
の
駿
に
見
、
且
宋
書
の

曲者

ﾒ
一
が
一
瓢
p
約
が
顧
豊
門
補
忍
野
に
燃
迦
べ
て

　
先
薫
蒸
世
、
江
東
貴
蓬
者
、
・
會
稽
孔
干
魚
、
季
恭
子
難
特
、
呉
興
丘

　
淵
之
及
環
、
呉
∵
者
不
憂
．

ご
云
っ
て
居
る
の
は
、
こ
れ
江
東
名
族
に
勢
す
る
総
評
ご

見
て
よ
か
ら
う
。

　
北
方
名
族
の
一
團
が
成
立
し
て
後
～
南
方
名
族
は
其
下

に
位
置
す
る
に
至
っ
た
こ
ご
、
及
北
方
名
族
は
慮
ら
高
く

其
家
風
を
標
遣
す
る
こ
ご
が
自
然
に
南
方
名
族
を
し
て
其

家
系
に
自
筆
を
促
が
さ
し
め
た
こ
ご
上
述
の
通
で
あ
る
ビ

す
れ
ば
、
薙
に
南
北
爾
名
族
に
よ
っ
て
統
制
せ
ら
る
、
政

治
聡
警
の
組
織
が
成
立
す
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
、
、
南
齊

書
張
、
岱
傳
に



兄
子
環
、
弟
御
、
謙
呉
郡
太
守
劉
…
返
、
（
齊
）
軽
羅
欲
以
恕
爲
晋
陵
郡
、

岱
日
恕
未
閑
從
政
、
美
錦
野
獣
濫
裁
、
太
雄
日
、
恕
爲
人
我
所
悉
、
且

又
與
三
岡
勲
、
自
磨
有
賞
，
岱
日
、
若
以
家
貧
賜
隷
、
此
所
不
論
。
語

種
推
事
、
臣
門
之
恥
、

家
の
貧
乏
な
理
由
で
腺
を
賜
は
る
の
は
論
い
が
、
功
で
以

て
官
階
を
與
へ
ら
る
、
の
は
．
家
門
の
恥
だ
ご
云
ふ
。
こ
れ

程
明
白
に
家
，
門
の
位
置
を
表
明
し
た
言
葉
は
あ
る
ま
い
。

善
時
家
の
望
め
．
藤
を
得
ん
ピ
て
地
方
長
官
た
ら
ん
こ
ご
を

求
む
る
例
は
往
々
あ
る
。
其
最
も
露
骨
な
例
は
張
融
の
命

運
省
書
王
僑
慶
に
與
へ
た
手
紙
で
あ
ら
う
。
曰
く

　
融
天
地
逸
民
也
，
進
不
辮
貴
、
退
不
知
騰
、
兀
然
造
化
、
忽
加
草

　
・
木
、
實
以
家
繋
累
遺
孤
寡
傷
心
、
八
姪
倶
孤
、
二
一
顔
弱
、
撫
之

　
而
感
、
古
人
似
悲
、
女
能
由
海
願
隷
、
串
融
紅
霞
、
玩
籍
愛
東
李
土

　
風
、
融
亦
欣
晋
李
閑
外
、
云
々
。

故
に
た
こ
へ
官
階
が
同
等
で
あ
っ
て
も
、
家
系
の
高
卑
は

説
交
的
に
等
差
を
瞬
く
る
こ
ご
必
然
で
あ
る
。

　
中
書
舎
人
秋
當
、
周
赴
、
並
管
要
務
、
以
敷
同
省
名
家
、
欲
下
之
、
赴

　
日
、
彼
恐
不
相
容
接
、
不
如
急
騰
、
駐
日
、
吾
等
並
方
量
外
郎
契
、
伺

　
　
　
第
†
四
悠
　
　
研
　
究
　
　
爾
朝
貴
族
鋼
の
趣
源

　
　
憂
不
得
共
坐
、
敷
先
設
二
林
、
妻
壁
三
四
尺
、
二
叉
就
庸
、
敷
呼
左

　
　
右
日
、
嚢
馨
聴
唖
色
票
道
警
魏
（
宋
書
張
敷
傳
）

宋
齊
の
際
南
朝
の
貴
族
制
は
正
に
其
高
潮
に
達
し
．
家
門

の
維
持
は
家
風
の
維
持
に
よ
り
て
保
乾
せ
ら
れ
、
銭
穀
法

律
等
の
俗
務
は
経
懐
の
要
な
し
ビ
認
め
ら
れ
た
こ
ご
勢
家

の
列
暗
中
随
所
に
其
例
を
指
摘
し
得
る
。
是
に
於
て
乎
吏

役
を
以
て
出
身
す
る
倉
更
乃
至
典
籔
主
帥
等
の
職
が
主
こ

し
て
東
南
の
富
人
若
し
く
は
比
較
的
家
柄
の
卑
賎
な
る
人

々
の
掌
握
に
即
し
、
中
央
各
省
及
地
方
戦
野
の
實
椹
を
統

べ
、
江
南
人
か
ら
楚
槍
こ
し
て
卑
め
ら
る
、
江
北
人
は
武

將
ご
な
り
て
帝
室
及
地
方
の
鎭
府
の
爪
牙
ご
な
う
、
こ
れ

は
肚
會
的
に
は
卑
し
め
ら
れ
つ
、
も
次
第
に
實
力
を
養
ふ

に
至
っ
た
。
顧
炎
武
は
日
知
録
に
於
て
南
朝
時
代
の
命
史

は
階
…
唐
以
後
の
令
更
ご
異
り
、
其
秩
も
高
く
叉
相
當
重
ん

せ
ら
れ
て
居
た
こ
ご
を
述
べ
て
居
る
。
正
に
其
通
り
で
あ

っ
て
、
又
そ
れ
丈
貴
族
制
下
に
あ
り
て
比
較
的
単
糸
の
高

か
ら
ざ
る
も
の
、
出
身
地
ご
な
る
の
で
あ
ら
う
．
．

　
　
　
　
　
　
　
弟
二
號
　
　
三
三
　
（
　
一
九
三
）



　
　
　
第
十
鰻
巻
　
研
究
　
購
競
貴
族
綱
。
起
源

　
先
是
庚
徽
之
爲
御
史
中
丞
、
性
麗
麗
、
服
玩
誕
華
．
類
代
之
、
衣
冠

　
器
用
、
不
仁
轟
牽
、
繭
台
長
史
、
董
三
呉
富
人
、
戴
有
駒
之
之
意
、
顕

　
蓬
首
緩
幾
風
貌
織
豊
皆
重
蓮
属
島
（
眼
孔
）

（
霰
則
謂
親
雪
臣
若
響
不
過
篤
書
判
盆
（
礪
総

　
傳
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
命
史
は
主
こ
し
て
粋
人
寒
門
の
地
た
る
こ

ご
が
解
か
る
で
あ
ら
う
。
典
籔
、
主
帥
も
亦
主
ご
し
て
同

標
の
性
質
で
あ
惹
。
梁
武
部
位
以
來
國
家
の
威
嚴
を
確
立

し
、
貴
族
の
権
力
を
し
て
國
威
の
下
に
館
薦
せ
し
む
る
に

及
、
び
家
風
を
維
持
せ
ん
ざ
努
む
る
貴
族
制
的
思
潮
一
癒

し
、
個
入
の
材
能
を
誇
示
す
る
文
僻
の
流
行
を
來
し
、
若

し
く
は
儒
術
の
復
興
に
よ
る
藝
學
の
習
得
を
衝
耀
す
る
こ

ビ
、
な
り
、
治
漉
の
疏
漫
盆
甚
し
き
を
加
へ
た
や
う
で
あ

る
。
階
が
陳
を
討
李
す
る
や
、
そ
の
刑
法
の
疎
緩
に
し
て

縫
族
が
寒
門
を
凌
駕
す
る
を
見
て
、
江
南
に
民
を
牧
す
る

者
を
し
て
悉
く
こ
れ
を
更
め
し
め
、
且
蘇
威
の
作
っ
た
五

敷
を
民
間
に
諦
讃
せ
し
む
る
政
策
を
ご
り
、
途
に
江
南
人

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
三
四
　
（
　
一
九
四
）

の
反
抗
を
買
ひ
．
然
る
後
揚
素
を
し
て
徹
底
的
に
揮
腿
せ

し
む
る
翠
に
嵐
で
た
．
．
愚
書
地
理
志
に
は
階
が
陳
を
峯
げ

て
か
ら
江
南
の
風
俗
が
頗
る
墾
じ
、
画
質
を
爾
び
、
籔
約

を
好
み
、
喪
紀
婚
姻
率
ね
禮
に
随
ふ
や
う
に
な
っ
た
こ
書

い
て
居
る
。
こ
れ
固
よ
り
晴
を
主
ε
し
て
の
槻
察
に
相
違

な
い
が
、
兎
に
角
も
南
朝
に
請
え
た
貴
族
制
並
に
こ
れ
を

基
ご
し
て
起
つ
た
交
明
が
晴
の
統
一
に
よ
っ
て
其
形
を
代

ふ
る
機
運
に
至
っ
た
こ
ご
は
確
か
で
あ
ら
う
。


